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県
議
会
は
、
今
定
例
会
に
お
い
て
次
の
五
つ

の
意
見
書
を
可
決
し
、
衆
・
参
両
院
議
長
、
内

閣
総
理
大
臣
や
関
係
大
臣
な
ど
に
、
そ
の
実
現

に
つ
い
て
要
望
し
ま
し
た
。

地
方
の
道
路
整
備
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関

す
る
意
見
書

　

立
ち
後
れ
た
地
方
の
道
路
整
備
を
推
進
す
る

た
め
に
も
、
国
に
お
い
て
は
、
次
の
施
策
を
講

じ
ら
れ
る
よ
う
、
強
く
要
望
す
る
。

１　

受
益
者
負
担
に
よ
る
合
理
的
な
制
度
で
あ

る
道
路
特
定
財
源
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
暫
定

税
率
を
含
め
た
現
行
制
度
を
維
持
し
、
安
定

的
か
つ
確
実
な
道
路
整
備
の
た
め
の
財
源
を

確
保
す
る
こ
と
。

２　

地
方
が
「
真
に
必
要
な
道
路
」
の
整
備
を

計
画
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
方

公
共
団
体
へ
の
道
路
特
定
財
源
の
配
分
割
合

を
高
め
る
な
ど
、
地
方
に
お
け
る
道
路
整
備

財
源
の
充
実
強
化
に
努
め
る
こ
と
。

３　

国
直
轄
事
業
費
に
つ
い
て
は
、
本
来
、
事

業
主
体
で
あ
る
国
が
負
担
す
べ
き
で
あ
り
、

道
路
に
か
か
る
国
直
轄
事
業
負
担
金
を
廃
止

す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
地
方
負
担
の
軽
減
を

図
る
こ
と
。

４　

有
料
道
路
の
料
金
割
引
等
に
よ
り
、
既
存

高
速
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
効
率
的
活
用
・
機
能

強
化
を
図
る
こ
と
。

青
少
年
に
有
害
な
サ
イ
ト
（
携
帯
電
話
）
の
規

制
に
つ
い
て
の
意
見
書

　

国
に
お
い
て
は
、
青
少
年
の
健
全
育
成
の
た

め
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
さ
れ

る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

１　

有
害
サ
イ
ト
の
規
制
が
で
き
る
よ
う
法
律

を
早
期
に
制
定
す
る
こ
と
。

２　

家
庭
や
販
売
店
に
対
し
、
子
ど
も
に
携
帯

電
話
を
持
た
せ
る
場
合
、
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ

の
利
用
を
義
務
化
さ
せ
る
法
律
を
制
定
す
る

こ
と
。

森
林
・
林
業
・
木
材
産
業
施
策
の
充
実
を
求
め

る
意
見
書

　

国
に
お
い
て
は
、
次
の
措
置
を
講
じ
ら
れ
る

よ
う
強
く
要
望
す
る
。

１　

森
林
吸
収
源
対
策
と
し
て
森
林
整
備
を
着

実
に
推
進
す
る
た
め
、
安
定
的
な
財
源
を
確

保
す
る
と
と
も
に
、
自
治
体
や
森
林
所
有
者

の
負
担
を
軽
減
す
る
支
援
制
度
の
拡
充
を
図

る
こ
と
。

２　

緑
の
雇
用
等
の
拡
充
に
よ
り
一
層
の
担
い

手
の
育
成
・
確
保
を
図
る
と
と
も
に
、
国
産

材
の
安
定
供
給
や
利
用
拡
大
に
向
け
た
支

援
策
を
推
進
す
る
こ
と
。

３　

森
林
整
備
の
推
進
や
山
村
地
域
の
活
性

化
を
図
る
た
め
、
森
林
整
備
法
人
へ
の
支

援
拡
充
や
林
道
等
路
網
の
整
備
を
推
進
す

る
こ
と
。

４　

近
年
の
災
害
の
多
発
に
鑑
み
、
山
地
災

害
の
防
止
や
海
岸
防
災
林
の
整
備
な
ど
の

計
画
的
か
つ
効
率
的
な
治
山
対
策
を
推
進

す
る
こ
と
。

地
方
議
会
議
員
の
位
置
付
け
の
明
確
化
に
関

す
る
意
見
書

　

国
会
及
び
政
府
に
お
い
て
は
、
住
民
代
表

と
し
て
政
治
に
か
か
わ
る
地
方
議
会
議
員
の

職
責
又
は
職
務
を
法
律
上
明
確
に
定
義
し
、

そ
れ
ら
職
務
等
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な

経
費
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

な
ど
、
地
方
分
権
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
議
員

活
動
を
保
障
す
る
た
め
所
要
の
措
置
を
講
ず

る
必
要
が
あ
る
が
、
当
面
、
地
方
自
治
法
に

つ
い
て
、
次
の
改
正
を
行
う
よ
う
強
く
要
望

す
る
。

１　

地
方
議
会
議
員
の
職
責
又
は
職
務
を
明
確

に
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
に
新
た
に
、
例

え
ば
「
議
会
の
議
員
は
、
議
会
の
権
能
と
責

務
を
認
識
し
、
そ
の
議
会
の
会
議
に
出
席
し

議
案
の
審
議
等
を
行
う
ほ
か
、
当
該
普
通
地

方
公
共
団
体
の
事
務
に
関
す
る
調
査
研
究
及

び
住
民
意
思
の
把
握
等
の
た
め
の
諸
活
動
を

行
い
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」
旨
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
。

２　

地
方
自
治
法
第
二
百
三
条
か
ら
議
会
の
議

員
に
関
す
る
規
定
を
他
の
非
常
勤
職
と
分
離

し
、
独
立
の
条
文
と
し
て
規
定
す
る
と
と
も

に
、
議
会
の
議
員
、
と
り
わ
け
都
道
府
県
議

会
議
員
の
議
員
活
動
の
実
態
に
対
応
し
、
職

務
遂
行
の
対
価
に
つ
い
て
、
単
な
る
役
務
の

提
供
に
対
す
る
対
価
で
は
な
く
、
広
範
な
職

務
遂
行
に
対
す
る
補
償
を
あ
ら
わ
す
名
称
と

す
る
た
め
、「
報
酬
」
を
「
歳
費
」
に
改
め

る
こ
と
。

「
地
方
が
主
役
の
国
づ
く
り
」
に
向
け
た
地
方

分
権
改
革
の
一
層
の
推
進
を
求
め
る
意
見
書

　

今
後
の
改
革
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
地
方

が
真
に
望
む
分
権
型
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、

次
の
事
項
を
実
現
す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
も

の
で
あ
る
。

１　

国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
明
確
化

　
　

国
の
役
割
は
外
交
、
防
衛
、
金
融
等
本
来

国
が
果
す
べ
き
役
割
を
重
点
的
に
担
い
、
住

民
に
身
近
な
行
政
は
で
き
る
限
り
地
方
公
共

団
体
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
、
地
方
分
権
改
革

推
進
法
の
基
本
方
針
に
則
り
、
国
と
地
方
の

役
割
分
担
を
徹
底
し
て
見
直
し
、
さ
ら
な
る

国
か
ら
地
方
へ
の
権
限
移
譲
や
義
務
づ

け
・
枠
付
け
、
関
与
等
の
廃
止
・
縮
小
を
進

め
る
こ
と
。

　
　

特
に
、
自
治
事
務
に
つ
い
て
の
国
の
義
務

づ
け
・
枠
付
け
、
関
与
等
に
つ
い
て
は
抜
本

的
に
見
直
し
を
行
な
う
こ
と
。

２　

地
方
税
財
源
の
充
実
強
化

　
　

地
方
の
財
源
不
足
に
対
応
し
た
地
方
交
付

税
総
額
を
復
元
・
充
実
す
る
と
と
も
に
、
国

と
地
方
の
税
源
配
分
を
ま
ず
は
五
対
五
に
す

る
こ
と
を
目
指
し
、
国
か
ら
地
方
へ
の
税
源

移
譲
を
進
め
、
並
行
し
て
税
収
の
偏
在
性
が

少
な
く
、
税
収
の
安
定
性
を
備
え
た
地
方
税

体
系
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
方
税
財

源
の
充
実
強
化
を
推
進
す
る
こ
と
。

　
　

ま
た
、
地
方
交
付
税
を
国
の
特
別
会
計
に

直
接
繰
り
入
れ
等
を
行
う
「
地
方
共
有
税
」

に
変
更
し
、
地
方
固
有
の
共
有
財
源
で
あ
る

こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
。

　
　

さ
ら
に
は
、
地
方
財
政
計
画
の
策
定
過
程

へ
地
方
を
参
画
さ
せ
る
こ
と
。

３　

国
と
地
方
の
二
重
行
政
の
解
消
等
に
よ

る
行
政
の
簡
素
化

　
　

国
の
地
方
支
分
部
局
の
廃
止
・
縮
小
に

よ
る
国
と
地
方
の
二
重
行
政
の
解
消
、
国

庫
補
助
負
担
金
総
件
数
の
大
幅
削
減
に

よ
っ
て
国
・
地
方
を
通
じ
た
行
政
の
簡
素

化
を
推
進
す
る
こ
と
。

４　
「（
仮
）
地
方
行
財
政
会
議
」
の
法
律
に

よ
る
設
置

　
　

地
方
に
関
わ
る
事
項
に
つ
い
て
の
政
府

の
政
策
立
案
及
び
執
行
に
関
し
て
、
政
府

と
地
方
の
代
表
者
等
が
協
議
を
行
い
、
地

方
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
「（
仮
）
地

方
行
財
政
会
議
」
を
法
律
に
よ
り
設
置
す

る
こ
と
。

　

十
二
月
五
日
に
茨
城
県
議
会
の

永
年
在
職
者
表
彰
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
表
彰
を
受
け
た
議
員
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

十
年
在
職

　

細　

谷　

典　

幸　

議
員

（
選
挙
区　

稲
敷
郡
）

永
年
在
職
者
表
彰

常
任
委
、
特
別
委
の
新
人
事
決
ま
る

　

十
二
月
十
九
日
の
本
会
議
で
各
常

任
委
員
会
委
員
（
八
面
に
掲
載
）
と

予
算
特
別
委
員
会
委
員
等
が
決
ま
り

ま
し
た
。

  

予
算
特
別
委
員
会 

　

予
算
特
別
委
員
会
は
、
県
の
予
算

を
総
合
的
に
検
討
し
、
予
算
審
査
の

一
体
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
設
置
さ
れ
る
委
員
会
で
す
。

委
員
長　

新
井　
　

昇

副
委
員
長　

藤
島　

正
孝

委　
　

員　

鈴
木
せ
つ
子

　

 

〃 　
　

 

中
山　

一
生

　

 

〃 　
　

 

飯
塚　

秋
男

　

 

〃 　
　

 

小
田
木
真
代

　

 

〃 　
　

 

鶴
岡　

正
彦

　

 

〃 　
　

 

飯
泉　
　

淳

　

 

〃 　
　

 

磯
﨑
久
喜
雄

　

 

〃 　
　

 

荻
津　

和
良

　

 

〃 　
　

 

黒
部　

博
英

　

 

〃 　
　

 

石
田　
　

進

　

 

〃 　
　

 

本
澤　
　

徹

　

 

〃 　
　

 

葉
梨　
　

衛

　

 

〃 　
　

 

狩
野　

岳
也

　

 

〃 　
　

 

加
倉
井
昭
喜

　

 

〃 　
　

 

森
田　

悦
男

　

 

〃 　
　

 

佐
藤　

光
雄

　

 

〃 　
　

 

川
口　
　

浩

　

 

〃 　
　

 

江
田　

隆
記

　

 

〃 　
　

 

高
崎　
　

進

　

 

〃 　
　

 

山
中
た
い
子

  

議
会
運
営
委
員
会 

　

議
会
運
営
委
員
会
は
、
議
会
運
営

の
円
滑
化
を
図
る
た
め
に
、
議
会
の

運
営
に
関
す
る
事
項
や
議
会
の
規
則

及
び
条
例
に
関
す
る
事
項
、
議
長
の

諮
問
に
関
す
る
事
項
を
協
議
す
る
委

員
会
で
す
。

委
員
長　

白
田　

信
夫

副
委
員
長　

飯
岡　

英
之

委　
　

員　

高
橋　
　

靖

　

 

〃 　
　

 

伊
沢　

勝
徳

　

 

〃 　
　

 

田
所　

嘉
徳

　
 

〃 　
　

 

海
野　
　

透

　
 

〃 　
　

 

葉
梨　
　

衛

　
 

〃 　
　

 

今　
　

一
男

　

 
〃 　
　

 

臼
井
平
八
郎

　

 

〃 　
　

 
井
手　

義
弘

  

情
報
委
員
会 

　

情
報
委
員
会
は
、
公
文
書
の
開
示

決
定
等
に
つ
い
て
の
不
服
申
立
の
調

査
や
事
前
審
査
、
さ
ら
に
は
情
報
提

供
施
策
の
充
実
に
関
し
調
査
等
を
す

る
委
員
会
で
す
。

委
員
長　

西
條　

昌
良

副
委
員
長　

福
地
源
一
郎

委　
　

員　

舘　
　

静
馬

　

 

〃 　
　

 

山
岡　

恒
夫

　

 

〃 　
　

 

横
山　

忠
市

　

 

〃 　
　

 

石
井　

邦
一

　

 

〃 　
　

 

森
田　

悦
男

　

 

〃 　
　

 

青
山　

大
人

　

 

〃 　
　

 

半
村　
　

登

　

 

〃 　
　

 

高
崎　
　

進

  

監
査
委
員 

　
　
　
　
　

粕
田　

良
一

　
　
　
　
　

武
藤　
　

均

　

県
の
平
成
二
十
年
度
予
算
編
成
や
行
政

組
織
改
編
作
業
が
本
格
化
し
て
き
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
、
十
二
月
十
九
日
の
定
例

会
最
終
日
に
こ
れ
ま
で
の
委
員
会
の
意
見

を
取
り
ま
と
め
、
議
長
あ
て
中
間
報
告
し

ま
し
た
。
報
告
は
県
執
行
部
へ
の
提
言
の

形
を
と
っ
て
い
ま
す
。
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
す
。

○
行
政
組
織
改
革
の
た
め
の
諸
方
策

 

・
市
町
村
へ
の
権
限
移
譲
、
本
庁
へ
の
業

務
集
約
を
進
め
、
出
先
機
関
を
ス
リ
ム

化
す
る
べ
き
で
あ
る
。

 

・
こ
の
考
え
方
に
沿
っ
て
、
地
方
総
合
事

務
所
を
は
じ
め
、
主
要
な
出
先
機
関
を

す
べ
て
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

○
歳
出
削
減
の
た
め
の
諸
方
策

 

・
県
単
補
助
金
、
委
託
料
、
大
規
模
建
設

事
業
・
イ
ベ
ン
ト
な
ど
事
務
事
業
全
般

を
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

 

・
出
資
団
体
等
へ
の
財
政
支
援
を
見
直
す

べ
き
で
あ
る
。

 

・
特
別
会
計
及
び
企
業
会
計
の
見
直
し
・

廃
止
・
休
止
な
ど
に
よ
り
一
般
会
計
か

ら
の
財
政
負
担
を
減
ら
す
べ
き
で
あ
る
。

○
歳
入
確
保
の
た
め
の
諸
方
策

 

・
市
町
村
に
徴
収
依
頼
を
し
て
い
る
個
人

県
民
税
の
徴
収
率
は
全
国
四
十
六
位
で

あ
り
、
徴
収
率
向
上
の
た
め
、
こ
の
税

の
徴
収
率
に
応
じ
た
市
町
村
向
け
補
助

金
の
削
減
な
ど
、
市
町
村
の
徴
税
努
力

を
促
す
施
策
を
講
じ
る
べ
き
で
あ
る
。

 

・
千
㌶
を
超
え
る
県
有
未
分
譲
地
が
、
県

財
政
の
負
担
に
な
っ
て
い
る
。
企
業
誘

致
の
促
進
な
ど
土
地
の
処
分
に
全
力
を

傾
注
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　

今
後
は
、
知
事
部
局
の
本
庁
組
織
、
教

育
組
織
、
警
察
組
織
の
見
直
し
を
進
め
る

ほ
か
、
今
回
提
言
し
た
内
容
の
実
施
時
期
、

改
革
の
効
果
額
な
ど
の
明
確
化
を
図
っ
て

ま
い
り
ま
す
。

　

十
二
月
十
八
日
に
、「
元
気
を
出
そ
う
茨

城
」
と
題
し
て
、
県
議
会
主
催
の
講
演
会
が
、

県
議
会
議
事
堂
大
会
議
室
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

講
師
は
、
本
県
の
土
浦
市
出
身
で
あ
り
、
元

国
土
交
通
事
務
次
官
、
現
在
は
独
立
行
政
法

人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
理

事
長
の
小
幡
政
人
氏
を
お
招
き
し
ま
し
た
。

　

小
幡
先
生
か
ら
は
、「
我
が
国
は
江
戸
時
代

以
前
に
も
世
界
に
誇
れ
る
技
術
、
文
化
、
伝

統
が
あ
り
、
そ
れ
が
富
国
強
兵
を
目
指
し
た

明
治
維
新
の
成
功
に
つ
な
が
っ
た
。
本
県
も
、

平
将
門
が
武
家
政
治
の
先
駆
け
と
な
り
、
ま
た
、

水
戸
学
が
維
新
の
リ
ー
ダ
ー
に
大
き
な
影
響

を
与
え
、
近
代
日
本
の
幕
開
け
の
先
駆
け
と

な
る
な
ど
、
歴
史
的
に
も
誇
れ
る
地
域
で
あ
り
、

も
っ
と
自
信
を
持
っ
て
よ
い
地
域
で
あ
る
。

ま
た
、
現
在
に

お
い
て
も
、
豊

か
な
自
然
と
温

暖
な
気
候
に
恵

ま
れ
、
発
展
の

要
で
あ
る
道
路
、

港
湾
、
空
港
な

ど
の
流
通
面
で

の
基
盤
整
備
も

進
ん
で
い
る
。

ど
こ
に
も
負
け

な
い
潜
在
能
力

を
有
し
て
お
り
、
今
後
さ
ら
に
発
展
す
る
た

め
に
は
、
ソ
フ
ト
面
で
ハ
ー
ド
を
ど
の
よ
う

に
生
か
す
か
が
重
要
だ
。」
と
の
貴
重
な
講
話

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
要
旨
）

意
見
書

財
政
再
建
等
調
査
特
別
委
員
会

議
長
に
中
間
報
告
書
を
提
出

『
元
気
を
出
そ
う
茨
城
』と
題
し

本
県
の
活
性
化
策
な
ど
を
講
演

（
独
）鉄
道
・
運
輸
機
構
の
小
幡
理
事
長


